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水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

参
照
条
文

一

水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）

（
抄
）

（
特
定
施
設
等
の
設
置
の
届
出
）

第
五
条

工
場
又
は
事
業
場
か
ら
公
共
用
水
域
に
水
を
排
出
す
る
者
は
、
特
定
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次

の
事
項
（
特
定
施
設
が
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
に
該
当
し
な
い
場
合
又
は
次
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
五
号
を
除
く
。
）
を
都
道
府
県

知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

三

特
定
施
設
の
種
類

四

特
定
施
設
の
構
造

五

特
定
施
設
の
設
備

六

特
定
施
設
の
使
用
の
方
法

七

汚
水
等
の
処
理
の
方
法

八

排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量
（
指
定
地
域
内
の
工
場
又
は
事
業
場
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
排
水
系
統
別
の
汚
染
状
態
及
び
量
を
含
む
。
）

九

そ
の
他
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項

２

工
場
又
は
事
業
場
か
ら
地
下
に
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
に
係
る
汚
水
等
（
こ
れ
を
処
理
し
た
も
の
を
含
む
。
）
を
含
む
水
を
浸
透
さ
せ
る
者
は
、
有
害
物

質
使
用
特
定
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
八

（
略
）

３

工
場
若
し
く
は
事
業
場
に
お
い
て
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
（
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
特
定
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合

又
は
前
項
に
規
定
す
る
者
が
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
除
く
。
）
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
場
に
お
い
て
有
害
物
質
貯
蔵
指
定

施
設
（
指
定
施
設
（
有
害
物
質
を
貯
蔵
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
当
該
指
定
施
設
か
ら
有
害
物
質
を
含
む
水
が
地
下
に
浸
透
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

三

有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
又
は
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
施
設
の
構
造

四

有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
又
は
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
施
設
の
設
備

五

有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
又
は
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
施
設
の
使
用
の
方
法
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六

そ
の
他
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項

（
報
告
及
び
検
査
）

第
二
十
二
条

環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
定
事
業
場
若
し
く
は
有

害
物
質
貯
蔵
指
定
事
業
場
の
設
置
者
若
し
く
は
設
置
者
で
あ
つ
た
者
に
対
し
、
特
定
施
設
若
し
く
は
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
施
設
の
状
況
、
汚
水
等
の
処
理
の
方

法
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
関
し
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
そ
の
者
の
特
定
事
業
場
若
し
く
は
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
事
業
場
に
立
ち
入
り
、
特
定
施
設

、
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
施
設
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
５

（
略
）

（
政
令
で
定
め
る
市
の
長
に
よ
る
事
務
の
処
理
）

第
二
十
八
条

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
（
第
四
条
の
三
第
一
項
、
第
四
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
四
条
の
八

第
一
項
、
第
十
四
条
の
九
第
六
項
並
び
に
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
を
除
く
。
）
の
一
部
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
政
令
で
定
め
る
市

（
特
別
区
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
長
が
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
政
令
で
定
め
る
市
の
長
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
事
項
で
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
を
都
道
府
県
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）

（
抄
）

（
報
告
及
び
検
査
）

第
八
条

環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
事
業
場
の
設
置
者
又
は
設
置
者
で
あ
つ
た
者
に
対
し
、
特
定
施
設

の
使
用
の
方
法
、
汚
水
等
の
処
理
の
方
法
、
排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量
（
指
定
地
域
内
の
特
定
事
業
場
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
排
水
系
統
別
の
汚
染
状

態
及
び
量
を
含
む
。
）
、
特
定
地
下
浸
透
水
の
浸
透
の
方
法
並
び
に
法
第
五
条
第
一
項
第
八
号
及
び
同
条
第
二
項
第
八
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い

て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
職
員
に
、
特
定
事
業
場
に
立
ち
入
り
、
特
定
施
設
及
び
汚
水
等
の
処
理

施
設
並
び
に
こ
れ
ら
の
関
連
施
設
、
特
定
施
設
に
お
い
て
使
用
す
る
原
料
、
当
該
特
定
事
業
場
の
敷
地
内
の
土
壌
及
び
地
下
水
並
び
に
関
係
帳
簿
書
類
を
検
査

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
は
、
法
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
に
関
し
て
は
、
法
第
十
三
条
第
一
項
若
し

く
は
第
三
項
、
第
十
三
条
の
二
第
一
項
、
第
十
四
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
八
条
又
は
第
二
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
行
使
に
関

し
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
行
う
も
の
と
す
る
。

４

法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
別
表
第
四
に
掲
げ
る
施
設
を
設
置
す
る
者
と
す
る
。
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（
政
令
で
定
め
る
市
の
長
に
よ
る
事
務
の
処
理
）

第
十
条

法
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百

五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
の
長
、
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
の
長
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
六
の
三
第
一
項

の
特
例
市
の
長
並
び
に
福
島
市
、
市
川
市
、
松
戸
市
、
市
原
市
、
八
王
子
市
、
町
田
市
、
藤
沢
市
及
び
徳
島
市
の
長
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定
都
市
の

長
等
」
と
い
う
。
）
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
及
び
こ
の
政
令
中
前
段
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
都
道
府
県
知
事
に
関
す
る
規
定
は

、
指
定
都
市
の
長
等
に
関
す
る
規
定
と
し
て
指
定
都
市
の
長
等
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
十
条
、
第
十
一
条
第
三
項
、
第
十
四
条
第
三
項
及
び
第
十
四
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
届
出
の

受
理
に
関
す
る
事
務

二

法
第
八
条
、
第
八
条
の
二
、
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
三
条
の
二
第
一
項
、
第
十
四
条
の
二
第
四
項
、
第
十
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項

並
び
に
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
関
す
る
事
務

三

法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の
期
間
の
短
縮
に
関
す
る
事
務

四

法
第
十
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
指
導
、
助
言
及
び
勧
告
に
関
す
る
事
務

五

法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
常
時
監
視
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
関
す
る
事
務

六

法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
表
に
関
す
る
事
務

七

法
第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
並
び
に
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
に
関
す
る
事
務

八

法
第
二
十
三
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
受
理
に
関
す
る
事
務

九

法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
に
関
す
る
事
務

十

法
第
二
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
関
す
る
事
務

十
一

法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
力
を
求
め
、
又
は
意
見
を
述
べ
る
こ
と
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
に
関
す
る
事
務


